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アスファルト舗装

Ａ型（N5交通） Ｃ型（N3交通）

Ｂ型（N4交通）

幅員が６ｍ以上で交通量の多い幹線道路

幅員が4ｍ以上の道路

幅員が4ｍ未満の道路
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※十分な転圧後に舗設を行うこと
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※下層路盤厚については、地盤反力等の

　データがある場合は、その限りでない。

　別途協議とする（関係資料を提出すること）
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車両出入部については、C型に準ずる。
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平成23年4月1日改正

設計CBR＝６を想定 設計CBR＝６を想定

設計CBR＝６を想定

設計CBR＝６を想定

★本復旧は仮復旧施工後概ね1か月程度期間を空けること。 ★本復旧は仮復旧施工後概ね1か月程度期間を空けること。

★本復旧は仮復旧施工後概ね1か月程度期間を空けること。

★本復旧は仮復旧施工後概ね1か月程度期間を空けること。

交通量の区分
大型車交通量（台/日・一方向）
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掘削時に既存舗装厚が協議（申請）と異なる場合は、申出すること。（手直しいただく場合があります） 掘削時に既存舗装厚が協議（申請）と異なる場合は、申出すること。（手直しいただく場合があります）

掘削時に既存舗装厚が協議（申請）と異なる場合は、申出すること。（手直しいただく場合があります）

掘削時に既存舗装厚が協議（申請）と異なる場合は、申出すること。（手直しいただく場合があります）

交通量区分表記変更

令和7年4月1日
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☆舗装幅については下記のとおり

・幅＞3.0ｍ・・・影響部を含む幅

・幅≦3.0ｍ・・・全幅

注）
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アスファルト乳剤処理

表層の最低厚は10㎝とする

路盤工は30㎝程度
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交通量の区分
大型車交通量（台/日・一方向）

100未満
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舗装復旧の平面図（イメージ）

道路側溝等

道路側溝等

※ kt=影響部
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a部分及びb部分が1.20ｍ未満であれば、全幅を影響部として復旧する。

c部分が3.0ｍ未満であれば、一体で復旧する。

※

平成23年4月1日改正

交通量区分表記変更

令和7年4月1日

影響幅 ≒ 路盤厚

路盤構成は現況を踏襲する

（車道部：20㎝～25㎝程度）


